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主 文 

原告の請求を棄却する。 

訴訟費用は原告の負担とする。 

この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と

定める。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 原告が求めた判決 

特許庁が不服２０１０－１４７２７号事件について平成２３年６月２１日にした

審決を取り消す。 

 

第２ 事案の概要 

本件訴訟は，特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は補正要件違反，補正発

明のサポート要件違反である。 

１ 特許庁における手続の経緯 

原告は，平成１６年３月２６日，優先日を平成１５年（２００３年）３月２８日，

優先権主張国を韓国として，名称を「冷蔵庫」とする発明につき特許出願（国際出

願）したが（特願２００６－５０７７７３号），平成２２年２月２４日に拒絶査定を

受けたので，同年７月２日，特許庁に対し不服審判請求をするとともに（不服２０

１０－１４７２７号），特許請求の範囲の記載の一部を改める手続補正をした（本件

補正）。 

特許庁は，平成２３年６月２１日，本件補正を却下する決定とともに「本件審判

の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同年７月５日，原告に送達さ

れた。 

２ 本願発明の要旨 

本願発明は，冷蔵庫に関する発明で，本件補正の前後の請求項１の特許請求の範
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囲は以下のとおりである。 

【本件補正後の請求項１（補正発明，下線を付した部分が補正された部分）】 

「冷蔵庫本体の相対的に上部に冷蔵室が設けられ，下部に冷凍室が設けられてい

る冷蔵庫において， 

前記冷蔵室の周縁部に回動可能に設けられて，前記冷蔵室を選択的に開閉する一

対の冷蔵室扉と， 

前記一対の冷蔵室扉中のいずれか１つの後方に位置し，前記いずれか１つの扉が

閉まった状態では前記冷蔵室の内部空間に位置する製氷室であり，前記一対の冷蔵

室扉中のいずれか１つの後面に取付けられる製氷室と， 

前記いずれか１つの冷蔵室扉に設けられ，かつ前記製氷室の下側に設けられ，前

記製氷室と連通して前記製氷室内部の氷が外部に排出されるようにするディスペン

サと， 

前記いずれか１つの冷蔵室扉を貫通して，入口部が前記製氷室と連通し，出口部

が前記ディスペンサと連通する氷排出ダクトを含み， 

前記製氷室は， 

氷を作るための製氷機と， 

前記製氷機より作られた氷を貯蔵する貯蔵部と， 

前記氷貯蔵部に設けられ，前記氷貯蔵部内の氷を前記氷排出ダクトの入口部の方

に移送する氷移送機構を含む冷蔵庫。」 

【本件補正前の請求項１（平成２１年９月４日付け手続補正書記載のもの）】 

「冷蔵庫本体の相対的に上部に冷蔵室が設けられ，下部に冷凍室が設けられてい

る冷蔵庫において， 

前記冷蔵室の周縁部に回動可能に設けられて，前記冷蔵室を選択的に開閉する一

対の冷蔵室扉と， 

前記一対の冷蔵室扉中のいずれか１つの後方に位置し，前記いずれか１つの扉が

閉まった状態では前記冷蔵室の内部空間に位置する製氷室と， 
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前記いずれか１つの冷蔵室扉に設けられ，前記製氷室と連通して前記製氷室内部

の氷が外部に排出されるようにするディスペンサと， 

前記いずれか１つの冷蔵室扉を貫通して，入口部が前記製氷室と連通し，出口部

が前記ディスペンサと連通する氷排出ダクトを含み， 

前記製氷室は， 

氷を作るための製氷機と， 

前記製氷機より作られた氷を貯蔵する貯蔵部と， 

前記氷貯蔵部に設けられ，前記氷貯蔵部内の氷を前記氷排出ダクトの入口部の方

に移送する氷移送機構を含むことを特徴とする冷蔵庫。」 

３ 審決の理由の要点 

(1) 補正要件違反について（４，５頁） 

「出願当初明細書等の内容は，製氷室と，冷蔵庫に回動可能に設けられた冷蔵室扉との関連

構成につき，ア）製氷室は冷蔵室内部に設けること，イ）該製氷室と冷蔵庫に回動可能に設け

られる冷蔵庫用扉との間に，供給管などの連結部材の存在は排除していないものの，製氷室自

体を冷蔵室扉に取付けることの開示も示唆もないこと，ウ）『扉の一側に製氷室を備える』との

事項は，発明の詳細な説明・・・を参酌しても，製氷室を冷蔵室の内部に設けることを前提と

し，扉の冷蔵室側に配置した構成を意味するものと解釈することが自然である。 

してみると，原告が，・・・『製氷室が扉の後面に取り付けられる』との事項が，本願の当初

明細書の記載と技術常識から自明な事項であるとした主張は，採用できない。 

そして，『一対の冷蔵室扉中のいずれか１つの後面に取付けられる製氷室』を付加する補正を

行うことにより，『冷蔵室に回動可能に設けられる冷蔵室扉に，製氷室を取付ける』という新た

な技術的事項が導入されるものといえる。 

そうすると，本件補正により付加された，『一対の冷蔵室扉中のいずれか１つの後面に取付け

られる製氷室』との発明特定事項は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面

に記載した事項の範囲内のものとはいえない。」 

「以上のとおり，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則３条１項によりなお従前の

例によるとされる同法による改正前の特許法１７条の２第３項の規定に違反するので，同法１

５９条１項において読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下すべきである。」 

(2) 補正発明の独立特許要件（サポート要件）充足の有無について（５，６頁） 

「本件補正は，新規事項を追加するものであり，却下すべきものであるが，仮にそうでない

とした場合であって，本件補正が，特許請求の範囲の減縮を目的とする補正であるとした場合，



 - 5 - 

本件補正後の請求項１に係る発明が独立して特許を受けることができるものであるか検討する。 

１）・・・補正発明は，『一対の冷蔵室扉中のいずれか１つの後面に取付けられる製氷室』と

の発明特定事項を含むものである。  

２）ところが，発明の詳細な説明においては，製氷室と，冷蔵庫に回動可能に設けられた冷

蔵室扉との関連構成につき，ア）製氷室は冷蔵室内部に設けること，イ）該製氷室と冷蔵庫に

回動可能に設けられる冷蔵庫用扉との間に，供給管などの連結部材の存在は排除していないも

のの，製氷室自体を冷蔵室扉に取付けることの記載も示唆もない。 

３）そうすると，補正発明は，発明の詳細な説明に記載されたものを超えるものであり，特

許法３６条６項１号に違反するものである。  

４）したがって，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則３条１項によりなお従前の

例によるとされる同法による改正前の特許法１７条の２第５項において準用する同法１２６条

５項の規定に違反するので，同法１５９条１項において読み替えて準用する同法５３条１項の

規定により却下すべきものである。」 

(3) 本件補正前の請求項１の発明の進歩性の有無について（６～１０頁） 

本件補正前の請求項１記載の発明は，引用例（特開２０００－９３７２号公報（甲５））記載

の発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。 

（ちなみに，原告は本件訴訟で，本件補正前の発明の進歩性の有無の判断の誤りを取消事由

としていないので，容易想到性判断の前提とされた一致点，相違点の適示は省略する。） 

 

第３ 原告主張の審決取消事由 

１ 補正要件違反の判断の誤り（取消事由１） 

補正した事項が願書に最初に添付した明細書の範囲内か否かは，当業者において，

技術常識を踏まえて合理的な解釈を行い，明細書及び図面のすべての記載を総合す

ることにより導かれる技術的事項との関係で，新たな技術的事項を導入するものか

否かによって決されるものである。 

しかるに，願書に最初に添付された当初明細書の段落【００１９】には，「前記製

氷室は，前記冷蔵庫の内部に着脱可能に設けられる。前記冷蔵室は，前記冷蔵庫本

体の両端上下部に備えられるヒンジによってそれぞれ回転可能に支持される一対の

扉によって開閉される。」との記載が，また段落【００２０】には，「前記扉の一側

には，前記製氷室が備えられる。」との記載があるから，特許請求の範囲にいう「冷
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蔵庫」には，回転可能に支持される一対の扉の一側に，製氷室が取り付けられるこ

とが記載されている。ここで，「一側」とは，一つの側を意味し，「扉の一側」も扉

の面の一つ，すなわち扉の前面又は後面のいずれかを指すことが明らかである。 

冷蔵庫の外側に当たる扉の前面に製氷室を取り付けるとすれば，扉の前面にその

ためのスペースが必要となって冷蔵庫が大きくなるし，製氷室の温度制御が困難と

なって製氷機能を維持できなくなるおそれもあるから，かかる設計は当業者にとっ

ておよそ考え難い。そうすると，前記「扉の一側」は，当業者の技術常識に照らせ

ば，冷蔵庫の内側である扉の後面を意味するものと解すべきであり，したがって，

当初明細書には，回転可能に支持される一対の扉の後面に製氷室を設ける技術的事

項が開示されている。 

なお，当初明細書の給水タンクに関する記載（段落【００２６】，【００３１】，【０

０５６】，【００６０】，【００７４】，【００８２】）にも照らせば，製氷室を冷蔵室の

内部に設けるとの記載が，扉自体に製氷室を取り付ける構成を把握する障害となら

ないことは明らかである。すなわち，上記段落では，給水タンクが「扉の一側に設

けられる」ことが「冷蔵室扉の裏面」にこれを設けることを意味することが示され

ているからである。 

以上のとおり，本件補正は，当初明細書（図面を含む）のすべての記載を総合し

て導かれる技術的事項の関係において，新たな技術的事項を導入するものではない

から，本件補正が「冷蔵室に回動可能に設けられる冷蔵室扉に，製氷室を取り付け

る」との新たな技術的事項を導入するもので補正要件を満たさないとした審決の判

断は誤りである。 

２ サポート要件違反の判断の誤り（取消事由２） 

当初明細書の段落【０００８】，【０００９】，【００１１】ないし【００１４】，【０

０１９】，【００２０】には，回転可能に支持される一対の扉の後面に製氷室を設け

る技術的事項が開示されており，本件補正後の明細書でも同様である。 

したがって，特許請求の範囲に記載された補正発明は，明細書の発明の詳細な説
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明により技術的課題を解決できると当業者において認識できる範囲内のものである

から，これに反する審決の判断は誤りである。 

 

第４ 取消事由に対する被告の反論 

１ 取消事由１に対し 

願書に添付された請求項１の特許請求の範囲の記載，当初明細書の段落【００１

５】，【００１９】，【００２５】，【００２８】，【００３３】及び図面に開示されてい

るものは，製氷室が冷蔵庫の中に設けられる構成のみであるし，発明の作用効果に

係る段落【００７６】ないし【００８２】においても，冷蔵室の内部に製氷室を設

けることが記載されているのみである。 

また，当初明細書の背景技術に係る記載部分では，製氷室を設ける個所を冷凍室

の内部から冷蔵室の内部に変更したことが発明の主要な創意工夫点であるとされて

おり，特許請求の範囲の記載にも，当該発明に関する発明の詳細な説明の部分や図

面にも，製氷室を冷蔵室の内部以外の個所に設ける旨の記載は存しない。 

そして，当初明細書の段落【００１５】，【００１９】の記載を踏まえれば，段落

【００２０】の「前記扉の一側には，前記製氷室が備えられる。」との記載も，扉の

一面に製氷室を設けることを意味せず，製氷室を冷蔵室の内部に設けることを前提

とするものにすぎない。 

したがって，当初明細書等からは，製氷室は，冷蔵室の内部に設けられるものと

しか把握できない。 

よって，本件補正が不適法であるとした審決の判断に誤りはない。 

２ 取消事由２に対し 

前記１と同様に，本願明細書の発明の詳細な説明からは，製氷室は冷蔵室の内部

に設けられるものとしか把握できないし，上記発明の詳細な説明では，製氷室を冷

蔵室の内部に設けることの説明に終始しているから，冷蔵室の扉に製氷室を設ける

構成は記載されていない。発明の詳細な説明には，「一対の冷蔵室扉中のいずれか１
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つの後面に取り付けられる製氷室」に対応する技術的課題，作用効果（技術的意義）

は記載されておらず，補正発明は，発明の詳細な説明に記載されたものを超えてい

ることが明らかである。 

したがって，補正発明がサポート要件を充足しないとした審決の判断に誤りはな

い。 

 

第５ 当裁判所の判断 

１ 取消事由１（補正要件違反の判断の誤り）について 

本件補正は，請求項１の特許請求の範囲に，一対の冷蔵室扉のうちのいずれか一

方の後面（背面）に製氷室を取り付けるとの限定を加えるものであるが，願書に添

付された当初明細書（甲１）の発明の詳細な説明には，冷蔵室扉よりも後方（内側）

に位置する冷蔵室の内部に製氷室を設けることが記載されているのみで，扉自体に

製氷室を内蔵させることは記載も示唆もない。また，当初明細書に添付の図面を見

ても，扉自体に製氷室を内蔵させる構成を見て取ることができない。 

この点，原告は，当初明細書の段落【００１９】，【００２０】中で，かかる技術

的事項（限定事項）が開示されていると主張するが，段落【００１９】には，「前記

製氷室は，前記冷蔵室の内部に着脱可能に設けられる。」と記載されているのみで，

冷蔵室扉自体に製氷室を内蔵させる構成が含意されていると見るのは困難である。

段落【００２０】にも，「前記扉の一側には，前記製氷室が備えられる。」との記載

があるが，この１文に引き続いて，「前記冷蔵室を開閉する扉は，それぞれ異なる幅

を有する。前記冷蔵室を開閉する複数の扉の先端には，それぞれガスケットが備え

られ，扉が閉まった時，相互密着される。」との記載があることにかんがみると，上

記「前記扉の一側」との文言も，冷蔵室の一対（複数）の扉相互間で構造に違いが

あることに着目した表現であるとみるのが合理的であって，単に一対の扉のうちの

片方の側（より正確にはこの片方の扉の後方（内側））に製氷室が位置することを意

味するものにすぎないというべきである。したがって，上記「前記扉の一側」が冷
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蔵室の扉の後面（内側の面）を指すとか，上記段落が冷蔵室扉自体に製氷室を内蔵

させる構成を意味するということはできない。 

さらに，当初明細書の発明の詳細な説明に係る段落【００２６】，【００３１】，【０

０５６】，【００６０】，【００７４】には，給水タンクが冷蔵室内部における冷蔵庫

本体の一側又は扉の一側に設けられることが記載されているものの，これらの段落

では製氷室の設置箇所は特定されていないし，段落【００８２】でも，給水タンク

を冷蔵室内部又は冷蔵室扉裏面に設ける場合のメリットが記載されているだけで，

製氷室を冷蔵室扉に内蔵させる場合の作用効果が記載も示唆もされていない。これ

ら発明の詳細な説明の記載に照らしても，扉自体に製氷室を内蔵させる構成が新た

な技術的事項の導入でないと認めることはできない。 

結局，本件補正は当初明細書及び図面に記載された事項の範囲を超えた新たな技

術的事項を追加するもので，当初明細書及び図面に記載された事項の範囲内でされ

たものではないから，この旨をいう審決の補正要件違反の判断に誤りはなく，原告

が主張する取消事由１は理由がない。 

２ 取消事由２（サポート要件違反の判断の誤り）について 

取消事由１に理由がないことで既に本件補正を却下した審決の判断は支持できる

が，念のために取消事由２について判断するに，上記１のとおり，当初明細書（甲

１）には，冷蔵室の扉自体に製氷室を内蔵させる技術的事項が記載されておらず，

かかる事情はその後に補正された明細書の発明の詳細な説明の記載においても異な

るものではない。 

そうすると，仮に本件補正が補正要件を充足するものであるとしても，本件補正

によって改められた請求項１記載の発明は，明細書の発明の詳細な説明に記載され

たものを逸脱しているから，サポート要件を充足しないとした審決の判断に誤りは

ない。 

したがって，サポート要件違反の判断の誤りをいう原告の取消事由２も理由がな

い。 
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第６ 結論 

以上によれば，原告が主張する取消事由はいずれも理由がないから，主文のとお

り判決する。 
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